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株式交換に係る事前開示事項 

 

 株式会社ヤマダホールディングス（以下「ヤマダホールディングス」といいます。）

は、株式会社大塚家具（以下「大塚家具」といいます。）との間で締結した 2021 年 6 月 9

日付株式交換契約（以下「本株式交換契約｣といいます。）に基づき、2021年 9月 1日を効

力発生日として、ヤマダホールディングスを株式交換完全親会社とし、大塚家具を株式交

換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換｣といいます。）を実施いたします。本

株式交換に関する会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 193 条に定める事前開示事

項は、下記のとおりです。 

 

記 

 

1. 株式交換契約の内容（会社法第 794条第 1項） 

 

別紙 1をご参照ください。 

 

2. 会社法第 768 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に掲げる事項についての定めの相当性に関す

る事項（会社法施行規則第 193条第 1号） 

 

別紙 2をご参照ください。 

 

3. 会社法第 768 条第 1 項第 4 号及び第 5 号に掲げる事項についての定めの相当性に関す

る事項（会社法施行規則第 193条第 2号） 

 

別紙 3をご参照ください。 

 

4. 株式交換完全子会社についての次に掲げる事項（会社法施行規則第 193条第 3号） 

 

・最終事業年度に係る計算書類等の内容 

 

別紙 4をご参照ください。 



 

 

・最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社

財産の状況に重要な影響を与える事象 

 

別紙 5をご参照ください。 

 

5. 株式交換完全親会社についての次に掲げる事項（会社法施行規則第 193 条第 4号） 

 

・最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社

財産の状況に重要な影響を与える事象 

 

別紙 6をご参照ください。 

 

6. 本株式交換が効力を生ずる日以後における株式交換完全親会社の債務の履行の見込み

に関する事項（会社法施行規則第 193 条第 5号） 

 

別紙 7をご参照ください。 



 

別紙 1 

 

【株式交換契約の内容】 

 

次ページ以降をご参照ください。 
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別紙 2 

 

【会社法第 768 条第 1項第 2号及び第 3号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項】 

 

1. 株式交換に際して交付する株式の数又はその数の算定方法及びその割当ての相当性に関する事

項 

 

(1) 本株式交換に係る割当ての内容 

 
ヤマダホールディングス 

（株式交換完全親会社） 

大塚家具 

（株式交換完全子会社） 

本株式交換に係る割当比率 １ 0.58 

本株式交換により交付する株式数 ヤマダホールディングスの普通株式:16,174,022株（予定） 

 （注１）株式の割当比率 

大塚家具の普通株式（以下「大塚家具株式」といいます。）１株に対して、ヤマダ

ホールディングスの普通株式（以下「ヤマダホールディングス株式」といいます。）

0.58 株を割当交付いたします。ただし、ヤマダホールディングスが保有する大塚家

具株式（2021年６月９日現在 30,000,000 株）については、本株式交換による株式の

割当ては行いません。なお、上記表に記載の本株式交換に係る割当比率（以下「本

株式交換比率」といいます。）は、本株式交換契約に従い、算定の基礎となる諸条件

に重大な変更が生じた場合には、両社が協議し合意の上、変更されることがありま

す。 

（注２）本株式交換により交付するヤマダホールディングス株式の数 

ヤマダホールディングスは、本株式交換に際して、本株式交換によりヤマダホー

ルディングスが大塚家具の発行済株式（ただし、ヤマダホールディングスが保有す

る大塚家具株式を除きます。）の全部を取得する時点の直前時（以下「基準時」とい

います。）における大塚家具の株主の皆様（ただし、以下の自己株式が消却された後

の株主をいい、ヤマダホールディングスを除きます。）に対して、その保有する大塚

家具株式に代わり、本株式交換比率に基づいて算出した数のヤマダホールディング

ス株式を割当交付いたします。ヤマダホールディングスは、本株式交換により交付

する株式として、ヤマダホールディングスが保有する自己株式（2021 年３月 31日現

在 146,871,443 株）を充当する予定であり、本株式交換における割当てに際して新

たに株式を発行する予定はありません。 

なお、大塚家具は、本株式交換の効力発生日の前日までに開催される大塚家具の

取締役会の決議により、基準時において大塚家具が保有する自己株式（本株式交換

に際して行使される会社法第 785 条第１項に基づく反対株主の株式買取請求により

大塚家具が取得する自己株式を含みます。）の全部を、基準時において消却する予定

です。本株式交換により割当交付するヤマダホールディングス株式の数については、

大塚家具が 2019 年３月４日に発行している第１回新株予約権（以下「第１回新株予

約権」といいます。）及び 2019 年４月１日に発行している第２回新株予約権（以下

「第２回新株予約権」といいます。）の行使、大塚家具による自己株式の取得・消却

等の理由により今後修正される可能性があります。 

（注３）単元未満株式の取扱い 

本株式交換に伴い、ヤマダホールディングスの単元未満株式（100株未満の株式）

を保有することとなる大塚家具の株主の皆様におかれましては、ヤマダホールディ

ングス株式に関する以下の制度をご利用いただくことができます。なお、金融商品

取引所市場においては、単元未満株式を売却することはできません。 

① 単元未満株式の買取制度（１単元（100 株）未満株式の売却） 
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会社法第 192 条第１項の規定に基づき、ヤマダホールディングスの単元未満

株式を保有する株主の皆様が、ヤマダホールディングスに対して、その保有す

る単元未満株式を買い取ることを請求し、これを売却することができる制度で

す。 

② 単元未満株式の買増制度（１単元（100 株）への買増し） 

会社法第 194 条第１項及びヤマダホールディングスの定款の規定に基づき、

ヤマダホールディングスの単元未満株式を保有する株主の皆様が、ヤマダホー

ルディングスに対して、その保有する単元未満株式の数と併せて１単元（100株）

となる数のヤマダホールディングス株式を売り渡すことを請求し、これを買い

増すことができる制度です。 

（注４）１株に満たない端数の処理 

本株式交換に伴い、ヤマダホールディングス株式１株に満たない端数の割当交付

を受けることとなる大塚家具の株主の皆様に対しては、会社法第 234 条その他の関

連法令の規定に基づき、その端数の合計数（合計数に１株に満たない端数がある場

合は、これを切り捨てるものとします。）に相当する数のヤマダホールディングス株

式を売却し、かかる売却代金をその端数に応じて交付いたします。 

 

(2) 本株式交換に係る割当ての内容の根拠等 

ヤマダホールディングス及び大塚家具は、本株式交換に用いられる上記(1)「本株式交換に係

る割当ての内容」に記載の本株式交換比率の算定に当たって公正性・妥当性を確保するため、

それぞれ個別に、両社から独立した第三者算定機関に株式交換比率の算定を依頼することとし、

ヤマダホールディングスは、野村證券株式会社（以下「野村證券」といいます。）を、大塚家具

は、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社（以下「デロイト トーマツ 

ファイナンシャルアドバイザリー」といいます。）を、それぞれの第三者算定機関として選定い

たしました。 

ヤマダホールディングスは、下記(4)「公正性を担保するための措置」に記載のとおり、第三

者算定機関である野村證券から 2021 年６月９日付で受領した株式交換比率に関する算定書、リ

ーガル・アドバイザーである西村あさひ法律事務所からの助言等を踏まえて慎重に協議・交渉

を重ねた結果、本株式交換比率は妥当であり、ヤマダホールディングスの株主の皆様の利益に

資するものであるとの判断に至ったため、本株式交換比率により本株式交換を行うことが妥当

であると判断いたしました。 

一方、大塚家具は、下記(4)「公正性を担保するための措置」に記載のとおり、第三者算定機

関であるデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリーから 2021 年６月８日付で受領し

た株式交換比率に関する算定書（以下「株式交換比率算定報告書」といいます。）、リーガル・

アドバイザーである弁護士法人北浜法律事務所東京事務所（以下「北浜法律事務所」といいま

す。）からの助言、支配株主であるヤマダホールディングスとの間で利害関係を有しない独立し

た委員から構成される特別委員会（以下「本特別委員会」といい、詳細については、下記(5)

「利益相反を回避するための措置」に記載のとおりです。）からの指示、助言及び答申書等を踏

まえて慎重に協議・交渉を重ねた結果、本株式交換比率は妥当であり、大塚家具の株主の皆様

の利益に資するものであるとの判断に至ったため、本株式交換比率により本株式交換を行うこ

とが妥当であると判断いたしました。 

上記のほか、両社は、それぞれが相手方に対して実施したデュー・ディリジェンスの結果等

を踏まえて慎重に検討し、両社の財務状況、業績動向及び将来の見通し、並びに株価動向等の

要因を総合的に勘案した上で、両社間で株式交換比率について慎重に協議・交渉を重ねてまい

りました。その結果、ヤマダホールディングス及び大塚家具は、本株式交換比率はそれぞれの

株主の皆様にとって妥当であるとの判断に至ったため、本株式交換比率により本株式交換を行

うこととし、2021 年６月９日、両社の取締役会決議により、両社間で本株式交換契約を締結い
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たしました。 

なお、本株式交換比率は、本株式交換契約に従い、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が

生じた場合には、両社が協議し合意の上、変更されることがあります。 

 

(3) 算定に関する事項 

① 算定機関の名称及び両社との関係 

ヤマダホールディングスの第三者算定機関である野村證券及び大塚家具の第三者算定機関で

あるデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリーは、いずれも、ヤマダホールディン

グス及び大塚家具からは独立した算定機関であり、ヤマダホールディングス及び大塚家具の関

連当事者には該当せず、本株式交換に関して記載すべき重要な利害関係を有しません。 

 

② 算定の概要 

野村證券は、ヤマダホールディングスについては、ヤマダホールディングス株式が金融商品

取引所に上場しており、市場株価が存在することから、市場株価平均法（2021 年６月８日を算

定基準日として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）における算

定基準日の株価終値、2021 年６月２日から算定基準日までの直近５営業日の終値平均値、2021

年５月 10日から算定基準日までの直近１ヶ月間の終値平均値、2021年３月９日から算定基準日

までの直近３ヶ月間の終値平均値、2020年 12月９日から算定基準日までの直近６ヶ月間の終値

平均値を採用しております。）を採用して算定を行いました。 

また、野村證券は、大塚家具については、大塚家具株式が金融商品取引所に上場しており、

市場株価が存在することから、市場株価平均法（2021 年６月８日を算定基準日として、東京証

券取引所における大塚家具株式の算定基準日の株価終値、2021 年６月２日から算定基準日まで

の直近５営業日の終値平均値、2021年５月 10日から算定基準日までの直近１ヶ月間の終値平均

値、2021 年３月９日から算定基準日までの直近３ヶ月間の終値平均値、2020 年 12 月９日から

算定基準日までの直近６ヶ月間の終値平均値を採用しております。）を、また、将来の事業活動

の状況を評価に反映するためディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（以下「ＤＣＦ法」

といいます。）をそれぞれ採用して算定を行いました。 

各評価方法におけるヤマダホールディングスの１株当たりの株式価値を１とした場合の大塚

家具の評価レンジは、以下のとおりとなります。 

 

採用手法 株式交換比率の結果 

市場株価平均法 0.44～0.59 

ＤＣＦ法 0.26～0.64 

 

野村證券は、株式交換比率の算定に際して、公開情報及び野村證券に提供された一切の情報

が正確かつ完全であることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性についての検

証は行っておりません。両社及びその関係会社の資産又は負債（金融派生商品、簿外資産及び

負債、その他の偶発債務を含みます。）について、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、

独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っており

ません。大塚家具の財務予測（利益計画その他の情報を含みます。）については、ヤマダホール

ディングスの経営陣により現時点で得られる最善の予測及び判断に基づき合理的に検討及び確

認されたことを前提としております。野村證券の算定は、2021 年６月８日までに野村證券が入

手した情報及び経済条件を反映したものです。なお、野村證券の算定は、ヤマダホールディン

グスの取締役会が株式交換比率を検討するための参考に資することを唯一の目的としておりま

す。 

なお、野村證券がＤＣＦ法による算定の前提とした大塚家具の利益計画において、大幅な増

減益を見込んでいる事業年度が含まれております。具体的には、2022 年４月期において、新型
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コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言の影響を受けて落ち込んでいた来店客数の回復

に加え、富裕層を中心とした既存顧客に対する営業施策の強化に伴う売上増加により、対前年

度比で大幅な増益となることを見込んでおります。また、2024年４月期及び2025年４月期にお

いて、新規出店に伴う売上高の増加により、対前年度比で大幅な増益となることを見込んでお

ります。また、当該利益計画は、本株式交換の実施を前提としておりません。 

 

一方、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリーは、ヤマダホールディングスに

ついては、ヤマダホールディングス株式が東京証券取引所市場第一部に上場されており、市場

株価が存在することから市場株価平均法（2021 年６月８日を算定基準日として、東京証券取引

所市場第一部における算定基準日の株価終値、算定基準日から遡る１ヶ月間、３ヶ月間及び６

ヶ月間の終値単純平均値）を採用して算定を行いました。 

大塚家具については、大塚家具株式が東京証券取引所 JASDAQ スタンダード市場（以下

「JASDAQ」といいます。）に上場されており、市場株価が存在することから市場株価平均法を、

また、将来の事業活動の状況を評価に反映するためＤＣＦ法を採用して算定を行いました。 

市場株価平均法では、2021年６月８日を算定基準日として、東京証券取引所JASDAQにおける

算定基準日の株価終値、算定基準日から遡る１ヶ月間、３ヶ月間及び６ヶ月間の終値単純平均

値を採用しております。 

ＤＣＦ法では、大塚家具について、同社が作成した 2022 年４月期から 2026 年４月期までの

財務予測に基づく将来キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引くことによって

企業価値や株式価値を算定しております。割引率は 7.0％～9.0％を採用しており、継続価値の

算定に当たっては永久成長率法を採用し、永久成長率は－1.0％～1.0％を採用しております。

なお、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリーがＤＣＦ法による算定の前提とし

た大塚家具の財務予測においては、大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれております。

具体的には、2022 年４月期において、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言の影

響を受けて落ち込んでいた来店客数の回復に加え、富裕層を中心とした既存顧客に対する営業

施策の強化に伴う売上増加により、対前年度比で大幅な増益となることを見込んでおります。

また、2024年４月期及び2025年４月期において、新規出店に伴う売上高の増加により、対前年

度比で大幅な増益となることを見込んでおります。なお、当該財務予測は、本株式交換の実施

を前提としておりません。 

 

各評価方法におけるヤマダホールディングスの１株当たりの株式価値を１とした場合の大塚

家具の評価レンジは、以下のとおりとなります。 

 

採用手法 株式交換比率の算定結果 

市場株価平均法 0.432～0.589 

ＤＣＦ法 0.388～0.669 

 

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリーは、上記株式交換比率の算定に際して、

両社から提供を受けた情報及び一般に公開された情報を原則としてそのまま採用し、採用した

それらの資料及び情報等が全て正確かつ完全なものであること、株式交換比率の算定に重大な

影響を与える可能性がある事実でデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリーに対し

て未開示の事実はないこと等を前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行

っておりません。また、両社及びその関係会社の資産又は負債（偶発債務を含みます。）につい

て、個別の各資産及び各負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておら

ず、第三者機関への鑑定又は算定の依頼も行っておりません。加えて、算定において参照した

大塚家具の財務予測に関する情報については、大塚家具の経営陣により現時点で得られる最善

の予測と判断に基づき合理的に作成されたことを前提としております。デロイト トーマツ フ
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ァイナンシャルアドバイザリーの株式交換比率の算定は、2021 年６月８日現在までの情報及び

経済情勢を反映したものであります。 

 

(4) 公正性を担保するための措置 

ヤマダホールディングスは、既に大塚家具株式 30,000,000 株（2021 年４月 30 日現在、発行

済株式総数（58,356,300 株）から自己株式数（470,054 株）を減じた株式数に占める割合にし

て51.83％）を保有する同社の親会社であることから、両社は、本株式交換の公正性を担保する

必要があると判断し、以下のとおり公正性を担保するための措置を実施しております。 

 

① 独立した第三者算定機関からの算定書の取得 

ヤマダホールディングスは、第三者算定機関である野村證券を選定し、2021 年６月９日付で、

株式交換比率に関する算定書を取得いたしました。算定書の概要については、上記(3)「算定に

関する事項」をご参照ください。 

一方、大塚家具は、第三者算定機関であるデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザ

リーを選定し、2021 年６月８日付で、株式交換比率算定報告書を取得いたしました。株式交換

比率算定報告書の概要については、上記(3)「算定に関する事項」をご参照ください。 

なお、ヤマダホールディングス及び大塚家具は、いずれも、それぞれの第三者算定機関から

本株式交換比率が財務的見地から妥当又は公正である旨の意見書（フェアネス・オピニオン）

は取得しておりません。 

 

② 独立した法律事務所からの助言 

ヤマダホールディングスは、リーガル・アドバイザーとして、西村あさひ法律事務所を選定

し、同事務所より、本株式交換の諸手続を含む取締役会の意思決定の方法・過程等について、

法的助言を受けております。 

なお、西村あさひ法律事務所は、ヤマダホールディングス及び大塚家具から独立しており、

ヤマダホールディングス及び大塚家具との間に重要な利害関係を有しません。 

一方、大塚家具は、リーガル・アドバイザーとして、北浜法律事務所を選定し、同事務所よ

り、本株式交換の諸手続を含む取締役会の意思決定の方法・過程等について、法的助言を受け

ております。 

なお、北浜法律事務所は、ヤマダホールディングス及び大塚家具から独立しており、ヤマダ

ホールディングス及び大塚家具との間に重要な利害関係を有しません。 

 

(5) 利益相反を回避するための措置 

ヤマダホールディングスは、既に大塚家具株式 30,000,000 株（2021 年４月 30 日現在、発行

済株式総数（58,356,300 株）から自己株式数（470,054 株）を減じた株式数に占める割合にし

て51.83％）を保有する同社の親会社であることから、大塚家具は、利益相反を回避するため、

以下の措置を実施しております。 

 

① 大塚家具における利害関係を有しない特別委員会からの答申書の取得 

大塚家具は、2021年３月 11日、本株式交換に係る大塚家具の意思決定に慎重を期し、また、

大塚家具取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性

を担保するとともに、当該取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることが大塚家具

の少数株主にとって不利益なものでないことを確認することを目的として、いずれも、ヤマダ

ホールディングスと利害関係を有しておらず、大塚家具の社外取締役であり東京証券取引所に

独立役員として届け出ている阿南剛氏（弁護士、潮見坂綜合法律事務所）並びに大塚家具の社

外監査役であり東京証券取引所に独立役員として届け出ている黒田克司氏（公認会計士、監査

法人日本橋事務所）及び江藤真理子氏（弁護士、TMI総合法律事務所）の３名により構成される
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本特別委員会を設置し、本株式交換を検討するに当たって、本特別委員会に対し、（ⅰ）本株式

交換の目的の合理性（本株式交換が大塚家具の企業価値の向上に資するかを含む）、（ⅱ）本株

式交換の条件（株式交換比率を含む）の妥当性、（ⅲ）本株式交換に至る交渉過程等の手続の公

正性、（ⅳ）本株式交換が大塚家具の少数株主にとって不利益でないか（以下（ⅰ）乃至（ⅳ）

を総称して「本諮問事項」といいます。）、について諮問いたしました。 

本特別委員会は、2021 年３月 11日から 2021 年６月８日までに、会合を合計 12回開催したほ

か、情報収集を行い、必要に応じて随時協議を行う等して、本諮問事項に関し、慎重に検討を

行いました。 

具体的には、まず、大塚家具が選任した第三者算定機関であるデロイト トーマツ ファイナ

ンシャルアドバイザリー及びリーガル・アドバイザーである北浜法律事務所につき、いずれも

独立性及び専門性に問題がないことを確認し、その選任を承認いたしました。その上で、大塚

家具からは、本株式交換の目的、本株式交換に至る背景・経緯、株式交換比率の算定の前提と

なる大塚家具の財務予測の作成手続及び内容、本株式交換の検討体制・意思決定方法等につい

て説明を受けたほか、ヤマダホールディングスに対して本株式交換の目的等に関する質問状を

送付した上で、ヤマダホールディングスから、本株式交換の目的、本株式交換に至る背景・経

緯、株式交換を選択した理由、本株式交換後の経営方針や従業員の取扱い等について説明を受

け、質疑応答を行いました。また、大塚家具のリーガル・アドバイザーである北浜法律事務所

から、本株式交換に係る大塚家具の取締役会の意思決定の方法・過程等、本特別委員会の運用

その他の本株式交換に係る手続面の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するため

の措置に関して助言を受けるとともに、ヤマダホールディングスに対する法務デュー・ディリ

ジェンスの結果について説明を受け、質疑応答を行いました。さらに、大塚家具は、株式会社

AGSコンサルティング及びAGS税理士法人（以下、総称して「AGS」といいます。）に対してヤマ

ダホールディングスに対する財務・税務デュー・ディリジェンス（本特別委員会にて AGS がヤ

マダホールディングス及び大塚家具との間に重要な利害関係を有しないことを確認しておりま

す。）の実施を依頼し、本特別委員会は、AGS から財務・税務デュー・ディリジェンスの結果に

ついて説明を受け、質疑応答を行いました。加えて、大塚家具の第三者算定機関のデロイト ト

ーマツ ファイナンシャルアドバイザリーから株式交換比率の算定方法及び算定結果の説明を受

け、質疑応答を行いました。なお、本特別委員会は、ヤマダホールディングスと大塚家具との

間における本株式交換に係る協議・交渉の経緯及び内容につき適時に報告を受けた上で、ヤマ

ダホールディングスから本株式交換比率についての最終的な提案を受けるまで、複数回に亘り

交渉の方針等について協議を行い、大塚家具に意見する等して、ヤマダホールディングスとの

交渉過程に実質的に関与しております。 

本特別委員会は、かかる手続を経て、本諮問事項について慎重に協議及び検討を行い、本株

式交換は、大塚家具の少数株主にとって不利益なものとは認められない旨の答申書を、2021 年

６月８日付で、大塚家具の取締役会に対して提出しております。 

 

② 大塚家具における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員

の異議がない旨の意見 

本株式交換に関する議案を決議した 2021 年６月９日開催の大塚家具の取締役会においては、

大塚家具の取締役８名のうち、三嶋恒夫氏及び村澤圧司氏はヤマダホールディングスの取締役

を、名取暁弘氏はヤマダホールディングスのセグメント事業統括本部インテリア家具事業部長

を、それぞれ兼務しており、また、清野大輔氏はヤマダホールディングスからの出向者である

ため、利益相反を回避する観点から、三嶋恒夫氏、村澤圧司氏、名取暁弘氏及び清野大輔氏を

除く他の４名の取締役により審議の上、その全員の賛成により本株式交換の実施を決議してお

ります。なお、三嶋恒夫氏、村澤圧司氏、名取暁弘氏及び清野大輔氏は、大塚家具の立場で本

株式交換に係る協議・交渉に参加しておりません。 

また、上記の取締役会においては、大塚家具の監査役３名の全員が出席し、その全員が本株
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式交換を行うことにつき異議がない旨の意見を述べております。 

 

2. 株式交換完全親会社の資本金及び準備金の額に関する事項 

 

 本株式交換により増加するヤマダホールディングスの資本金及び準備金の額は、以下のとお

りです。以下の資本金及び準備金の額は、ヤマダホールディングスの財務状況、機動的な資本

政策の遂行その他の諸事情に鑑み、会社計算規則に基づき決定したものであり、相当であると

判断しております。 

 

①  資本金 0 円 

② 資本準備金 会社計算規則第 39 条に従いヤマダホールディングスが別途定める額 

③ 利益準備金 0 円 
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別紙 3 

 

【会社法第 768 条第 1項第 4号及び第 5号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項】 

 

ヤマダホールディングスは、大塚家具が発行している第１回新株予約権及び第２回新株予約権に

ついて、本株式交換契約に基づき、基準時における当該新株予約権の新株予約権者に対して、以下

の表に記載のとおり、ヤマダホールディングスの新株予約権を交付いたします。交付するヤマダホ

ールディングスの新株予約権の条件については、大塚家具の第１回新株予約権及び第２回新株予約

権それぞれの行使価額（新株予約権の行使により交付する普通株式の数を算定するにあたり用いら

れる普通株式１株当たりの価額をいいます。以下同じです。）を本株式交換比率である 0.58 で除し

て得られる価額が、交付するヤマダホールディングスの新株予約権の行使価額となり、また、当該

各新株予約権それぞれ１個につき目的となる大塚家具株式又はヤマダホールディングス株式は、金

46,000 円を当該行使価額で除して得られる最大整数（ただし、１株未満の端数が生じたときはこれ

を切り捨てます。）です。 

他方、大塚家具が 2019 年 12 月 30 日に発行している第３回新株予約権（以下「第３回新株予約権」

といいます。）についても、2021 年６月９日現在残存しておりますが、ヤマダホールディングスが

その全てを保有しているため、その新株予約権者であるヤマダホールディングスに対してヤマダホ

ールディングスの新株予約権の交付を行わない予定です。 

かかる定めについては、行使可能な大塚家具の新株予約権を有する新株予約権者に対して、当該

新株予約権と実質的に同内容かつ同数のヤマダホールディングスの新株予約権を交付するものであ

り、相当であると判断しております。 

なお、大塚家具は、新株予約権付社債を発行しておりません。 

大塚家具が発行している新株予約権 ヤマダホールディングスが発行する新株予約

権 

 数 

（総数） 

目的とな

る株式数 
（注１） 

行使価額 
（注２） 

 数 

（総数） 

目的とな

る株式数 
（注３） 

行使価額 
（注２） 

（注４） 

第１回新

株予約権 

65,000 個 6,825,000

株 

437 円 第１回新

株予約権 

65,000 個 3,965,000

株 

753 円 

第２回新

株予約権 

18,000 個 1,890,000

株 

437 円 第２回新

株予約権 

18,000 個 1,098,000

株 

753 円 

（注１）新株予約権の目的となる株式の種類は、大塚家具株式であり、上記表中では、新株予約

権１個につき目的となる大塚家具株式 105 株に新株予約権の数（総数）を乗じて得られ

る株式数を記載しております。ただし、新株予約権者が新株予約権複数個の行使を同時

に行った場合に交付される大塚家具株式の数は、当該新株予約権者による行使に係る当

該新株予約権の数に金 46,000 円を乗じて得られる金額を行使価額で除して得られる最

大整数となります（ただし、１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。）。 

（注２）新株予約権の行使価額は、いずれも新株予約権の行使により交付する普通株式の数を算

定するにあたり用いられる普通株式１株当たりの価額を記載しています。 

（注３）新株予約権の目的となる株式の種類は、ヤマダホールディングス株式であり、上記表中

では、新株予約権１個につき目的となるヤマダホールディングス株式 61 株に新株予約

権の数（総数）を乗じて得られる株式数を記載しております。ただし、新株予約権者が

新株予約権複数個の行使を同時に行った場合に交付されるヤマダホールディングス株式

の数は、当該新株予約権者による行使に係る当該新株予約権の数に金 46,000 円を乗じ

て得られる金額を行使価額で除して得られる最大整数となります（ただし、１株未満の

端数が生じたときはこれを切り捨てます。）。 

（注４）ヤマダホールディングスが発行する新株予約権の行使価額は、大塚家具が発行している
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第１回新株予約権及び第２回新株予約権の行使価額を本株式交換比率である 0.58 で除

して得られる価額です（上記表中では、少数点以下を切り捨てて記載しております。）。 

 



 

別紙 4 

 

【株式交換完全子会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容】 

 

次ページ以降をご参照ください。 





































































































 

別紙 5 

 

【株式交換完全子会社について、最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大

な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象】 

 

1. 株式交換契約の締結 

大塚家具は、2021 年 6 月 9 日開催の取締役会において、ヤマダホールディングスを株

式交換完全親会社とし、大塚家具を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことを

決議し、同日付で、両社の間で本株式交換契約を締結いたしました。本株式交換契約

の内容は、別紙 1に記載のとおりです。 

 

2. 自己株式の消却 

大塚家具は、本株式交換の効力発生日の前日までに開催される大塚家具の取締役会の

決議により、基準時において大塚家具が保有する自己株式（本株式交換に際して行使

される会社法第 785 条第 1 項に基づく反対株主の株式買取請求により大塚家具が取得

する自己株式を含みます。）の全部を、基準時において消却する予定です。 



 

別紙 6 

 

【株式交換完全親会社について、最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大

な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象】 

 

1. 株式交換契約の締結 

ヤマダホールディングスは、2021 年 6 月 9 日開催の取締役会において、ヤマダホール

ディングスを株式交換完全親会社とし、大塚家具を株式交換完全子会社とする株式交

換を行うことを決議し、同日付で、両社の間で本株式交換契約を締結いたしました。

本株式交換契約の内容は、別紙 1に記載のとおりです。 

 

2. 子会社の吸収合併 

ヤマダホールディングスは、2021 年 1 月 18 日付の取締役会において、2021 年 7 月 1

日付でヤマダホールディングスの連結子会社である株式会社ヤマダデンキを吸収合併

存続会社とし、ヤマダホールディングスの連結子会社である株式会社ベスト電器、株

式会社黒川デンキ、株式会社九州テックランド、株式会社マツヤデンキ、株式会社星

電社、株式会社 Project White 及び非連結子会社である加藤商事株式会社を吸収合併

消滅会社とする吸収合併を実施することを決議し、2021 年 7 月 1 日付で吸収合併の効

力が発生しました。 

 



 

別紙 7 

 

【本株式交換が効力を生ずる日以後における株式交換完全親会社の債務の履行の見込みに

関する事項】 

 

会社法第 799 条第 1項の規定により本株式交換について異議を述べることができる債権者

はいませんので、該当事項はありません。 




